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（単位：年率、％）

制度名
責任
共有

第1区分 第2区分 第3区分 第4区分 第5区分 第6区分 第7区分 第8区分 第9区分
割引

（注3）

普通保証 対象 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

小口零細企業保証制度（予約保証除く。）　（注1）（注2） 対象外 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50

小口零細企業保証制度（予約保証） 対象外 － 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70

当座貸越(貸付専用型)根保証制度 対象

事業者カｰドロｰン当座貸越根保証制度 対象

手形割引根保証制度 対象

長期経営資金保証制度 対象

短期資金保証制度 対象

中小企業特定社債保証制度 対象

特定信用状関連保証制度（LC保証） 対象

流動資産担保融資保証制度 対象

東日本大震災復興緊急保証制度 対象外

経営安定関連(ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ)保証制度(SN 1～6）　（注2） 対象外

　　　〃   　　　　　 　　　　(SN 1～6以外 ）　（注2） 対象

創業関連保証制度 対象外

再挑戦支援保証制度（再チャレ保証） 対象外

創業等関連保証制度 対象外

地域産業資源活用事業関連保証制度　（注2） 対象

　　　〃　　　　　　　　　　　　(流動資産担保保険) 対象

　　　〃　　　　　　　　　　　　(新事業開拓保険) 対象 ①②

農商工等連携事業関連保証制度　（注2） 対象

　　　〃　　　　　　　　　　　　(流動資産担保保険) 対象

　　　〃　　　　　　　　　　　　(新事業開拓保険) 対象

農商工等連携支援事業関連保証制度 対象

条件変更対応保証制度 対象

くまもとグリーン保証制度 対象 1.70 1.55 1.35 1.15 0.95 0.80 0.60 0.40 0.25

経営承継関連保証制度　（注2） 対象 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

予約保証制度 対象 － 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60

熊本県小規模事業者おうえん資金融資保証制度　(注1） 対象外 1.45 1.40 1.35 1.30 1.20 1.10 0.90 0.70 0.50 ①②

熊本県金融円滑化特別資金融資保証制度（SNおよび震災緊急以外） 対象 1.30 1.25 1.15 1.10 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ①②

    　  　　〃　　　　　　　　   　  (SN1～6) 対象外

            〃　　　　　　      　　 (SN7・8) 対象

            〃　　　　　　      　　 (震災緊急) 対象外

熊本県創業者支援資金融資保証制度（創業関連） 対象外

　　　　　　〃　　　　　　　　　(再挑戦支援) 対象外

熊本県新事業展開支援資金融資保証制度 対象 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ①②

熊本県経営革新等支援資金融資保証(経営革新)(地域産業資源)(農商工等）（※Ⅰ） 対象 ①

　　　　  　〃　　　　  　  (農商工等支援事業)　　（※Ⅱ） 対象 ①②

　　　　　　〃　　　　 　　（※Ⅰ※Ⅱを除く） 対象 1.70 1.55 1.35 1.15 0.95 0.80 0.60 0.40 0.25 ①②

熊本県産業活性化資金融資保証制度 対象

熊本県中小企業短期融資保証制度 対象

市町村特別小口資金保証制度 対象 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45

熊本市中小企業経営向上小口資金融資保証制度　（注1）（注2） 対象外 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50

中小企業経営安定資金保証制度 対象

熊本市中小企業経営安定特例資金融資保証制度 対象

中小企業開業･転業資金融資保証制度 対象

特別短期資金融資保証制度 対象

熊本市中小企業創業サポート資金融資保証制度 対象外 ①

　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　(転業多角化) 対象 1.70 1.55 1.35 1.15 0.95 0.80 0.60 0.40 0.25 ①②

（注１）

（注２）

（注３）

※記載の信用保証料率は、貸付金額に対する料率です。

※信用保証料率については、次のいずれかに該当する方等は、基準料率（第５区分）が適用されます。

0.600.80

無担保・無保証人枠を利用した場合は、一律 年０.７５％となります（この場合、割引は①のみとなります）。また、責任共有については対象外となります。

信用保証料率の割引適用の各要件は次のとおりです。要件を満たす場合、表示料率からそれぞれ０.１％の割引を適用します。

①中小企業の会計に関する指針に準拠して計算書類を作成したことが確認できる、または会計参与を設置していることを登記により確認できる場合。

0.25

①

次の場合、信用保証料率は下記の料率が適用されます（この場合、割引は①のみとなります）。

0.60 0.45 ①②0.80

上記に記載の無い制度の信用保証料率については、お問い合わせください。

0.80

0.50

①

（1）セーフティネット認定利用の場合、一律 年０.８５％。

（2）地域産業資源活用および農商工連携認定利用の場合、一律 年０.９０％。
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②担保の提供がある場合。
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0.98

1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00

１．個人事業者で、貸借対照表を作成していない方。

２．法人または個人事業者で、事業開始後、最初の決算期が未到来である方。

　信用保証料率一覧表（主要制度抜粋）
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